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麦国産化プラン

産地名：佐賀県

（作成主体：佐賀県農業協同組合）

別紙様式第１号別添



１．麦生産の現状と課題及び課題解決に向けた取組方針

※ 麦・大豆生産における課題（湿害対策、適期播種、土づくり、連作障害対策等の必要性等）を具体的に記載すること。
※ 課題解決に向けて取り組む内容及び今後の生産拡大に向けた方針を具体的に記載すること。

〇 本県の小麦については、日本めん用の「シロガネコムギ」や「チクゴイズミ」が県内外の製粉企業に販売されている。需

要に基づいた作付計画の策定及び安定供給に取り組んでいる。一方、パン用小麦については、従来品種が降雨による穂

発芽耐性が劣ることから作付拡大が難しかったが、穂発芽耐性を持つ新品種「はる風ふわり」が育成されたこと等から、需

要に応じた品種転換を進めている。

○ 大麦については近年豊作が続き、過年度産在庫の繰り越しが発生し、令和３年産までは供給量が需要量を上回る状況

が生じたが、令和４年産以降は最終実需者における外国産大麦から国内産大麦への原料切り替えが進んだことから、需

要量が大幅に伸びている。このため、従来品種よりも多収が期待できる「はるか二条」の作付割合を拡大することで、大粒

大麦全体の供給量の増加に繋げたい。

○ 全体作付面積を維持することを基本としながら、令和６年産以降の小麦と大麦の作付面積が概ね６：４となるよう作付け

を行う。また、小麦については品種毎に需給の状況が異なることから、需要動向を踏まえた生産誘導を図るものとする。

○ また、近年では需要が堅調に推移しているものの、天候等による生産量の変動が激しく、品質・供給量・価格が不安定

であることから、実需者が使用量を拡大できず、既存倉庫では実需者への安定供給が難しい状況となっている。このこと

から、豊凶変動に対応し、凶作時でも安定供給を可能にするため、一定数量を保管し需要に応じた安定供給を可能にする

ストックセンターを整備する。



２．産地と実需者との連携方針

○ 民間流通麦佐賀県連絡協議会および民間流通麦佐賀県意見交換会において、小麦及び大裸麦の需要動向を把握し、

佐賀麦振興方針を策定する。

○ 小麦及び大裸麦の実需者は以下のとおり。

・ 小麦

日清製粉、ニップン、昭和産業、増田製粉所、鳥越製粉、大陽製粉、理研農産化工、佐賀県製粉製麺、

佐賀県味噌醤油、熊本製粉

・ 大裸麦

全国麦茶、山梨県精麦、香川県精麦、福岡県精麦、佐賀県精麦、長崎県精麦、大分県味噌、熊本県精麦、

宮崎県精麦、竹之内穀類

※ 産地と実需者については具体的な名称を記載すること。
※ 麦の実需者は、麦を原料とした加工品等の製造を業とする者（製粉会社、製パン会社、製麺会社等）とする。
※ 大豆の実需者は、大豆を原料とした加工品等の製造を業とする者、大豆の販売を業とする者及びこれらの者が組織する法人その他の団体とする。
なお、販売を業とする者を実需者とする場合は、その者が販売する先（最終実需者）について、代表的な者の名称を記載すること。

※ 産地と実需者それぞれの国産麦・大豆取扱量の現状とおおむねの目標値を記載すること。

現 状
（令和５年産の実績値）

小 麦：４９，３５０ｔ
大裸麦：３３，６１２ｔ

概ねの目標
（令和７年産）

小 麦：４９，２４６ｔ（▲１０４ｔ）
大裸麦：３６，２５２ｔ（＋２，６４０ｔ）

非公表

非公表



※ 産地と実需者との連携について、図等を用いて明示すること。
※ 取組の中心となる農業者等を必ず位置付けること。

３．麦の国産化に向けた推進体制及び各関係者の役割

ＪＡさが

○ 実需者の購入希望数量を踏まえた品種別作付面積及び需要に

応じた生産を達成するための佐賀麦振興方針（生産基盤の整備、

高度な栽培技術の実施等）に基づき推進していく。

実需者

・ 小麦

日清製粉、ニップン、昭和産業、増田

製粉所、鳥越製粉、大陽製粉、理研農

産化工、佐賀県製粉製麺、佐賀県味噌

醤油、熊本製粉

・ 大裸麦

全国麦茶、山梨県精麦、香川県精麦、

福岡県精麦、佐賀県精麦、長崎県精麦、

大分県味噌、熊本県精麦、宮崎県精麦、

竹之内穀類

・需要に応じた

生産・販売に

向けた連携

・情報交換

・需要に応じた作付計画の策定支援
・地域の要望に応じた暗渠排水の整備推進 等

佐賀市、鳥栖市、多久市、武雄市、鹿島市、嬉野市、

小城市、神埼市、吉野ヶ里町、基山町、上峰町、

みやき町、江北町、大町町、白石町、唐津市、伊万里市

佐賀県

・需要に応じた生産・販売に向けた連携
・情報交換

生
産
者

・指導
・進捗管理

産 地

○ 佐賀麦振興方針を踏まえ、各地域の実情に

応じて、

・栽培基準に基づく安定生産

・新技術導入による生産拡大

を推進していく。

佐賀市、鳥栖市、多久市、武雄市、鹿島市、嬉野市、

小城市、神埼市、吉野ヶ里町、基山町、上峰町、

みやき町、江北町、大町町、白石町、唐津市、伊万里市

・実績報告

非公表

非公表


